
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１０月２４日（金）１７時までに、下記連絡先までお電話等でお申し込みください。 

・事前申し込みをされた方が優先となりますが、当日参加も可能です。 

 

 佐賀市都市政策課 空き家対策室 

電 話 ０９５２－４０－７１７４（８：３０～１７：１５） 

     ＦＡＸ ０９５２－２６－７３７６（２４時間） 

     メール  toshi@city.saga.lg.jp    （２４時間） 

 ＜主催＞ 佐賀市 

共有で相続した

けど、その後は？ 

〇日 時 令和７年１０月２６日（日曜日）  

１４：００から１６：００まで 

〇場 所 佐賀市立図書館 ２階多目的ホール 

〇費 用 無料 

〇定 員 ４０名程度  
 

【講 師】ＮＰＯ法人 空家・空地活用サポートＳＡＧＡ 

     代表理事 塚原 功 氏 
 

     佐賀市高齢福祉課 

開 催 概 要 

申し込み方法 

どなたでもお気軽にご参加ください！ 

空き家を放置しておくと老朽化が進行し、近隣だけでなく、親族にも責任や負担が

発生するリスクがあります。 

危険な状態になる前に、空き家の適正管理や有効活用、発生予防についての講演会

を開催します。 

 


